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【公開日】平成28年10月20日(2016.10.20)
【年通号数】公開・登録公報2016-060
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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年9月27日(2018.9.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明は、従来の浴室折戸の前記問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、浴
室折戸の意匠を変えることなく、浴室折戸を開放するときに浴室内の圧力上昇により操作
が重くなる問題を解決することである。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明は、折戸枠と、前記折戸枠に開閉自在に支持された折戸とから成り、前記折戸が
、浴室内に向かって折曲げ自在に連結された少なくとも２枚の扉体を有する浴室折戸であ
って、前記折戸は、隣接する扉体の互いに隣接する縦中框に跨って配設されて前記扉体同
士を折曲げ自在に連結する連結部材を備え、前記連結部材と少なくとも一方の縦中框の浴
室側間に隙間を設け、前記少なくとも一方の縦中框には、前記隙間を介して浴室内と脱衣
室内とを連通する通気路を形成する開放口が形成されている浴室折戸である。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明によれば、浴室折戸の意匠を変えることなく、浴室折戸を開放するときに浴室内
の圧力上昇により操作が重くなる問題を解決することができる。
 
【手続補正４】
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【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　折戸枠と、前記折戸枠に開閉自在に支持された折戸とから成り、前記折戸が、浴室内に
向かって折曲げ自在に連結された少なくとも２枚の扉体を有する浴室折戸であって、
　前記折戸は、隣接する扉体の互いに隣接する縦中框に跨って配設されて前記扉体同士を
折曲げ自在に連結する連結部材を備え、前記連結部材と少なくとも一方の縦中框の浴室側
間に隙間を設け、前記少なくとも一方の縦中框には、前記隙間を介して浴室内と脱衣室内
とを連通する通気路を形成する開放口が形成されている浴室折戸。
【請求項２】
　請求項１に記載された浴室折戸において、
　前記開放口は前記縦中框を構成する側壁に設けられ、前記開放口に通気性の防水フィル
タを備えた浴室折戸。
【請求項３】
　請求項１に記載された浴室折戸において、
　前記開放口は前記縦中框を構成する側壁に設けられ、前記開放口に前記開放口を閉塞又
は開放するシャッタを備えた浴室折戸。
【請求項４】
　請求項１に記載された浴室折戸において、
　前記開放口は前記縦中框を構成する対向する側壁に設けられており、両側壁には、それ
ぞれ前記隙間に連通する通気路を形成する浴室側開放口と脱衣室側開放口が形成され、前
記脱衣室側開放口が前記浴室側開放口よりも高い位置に形成されている浴室折戸。
【請求項５】
　請求項４に記載された浴室折戸において、
　前記対向する側壁間に回転弁が配置されており、
　前記回転弁は、前記隙間及び浴室側開放口を通して流入する空気流により回転して前記
脱衣室側開放口を開放し、浴室側からの空気流の停止により前記脱衣室側開放口を閉塞す
る位置に戻る浴室折戸。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかに記載された浴室折戸において、
　前記縦中框の脱衣室側に、脱衣室側から前記開放口を遮る位置に引手を設けた浴室折戸
。
【請求項７】
　請求項６に記載された浴室折戸において、
　前記引手は、前記縦中框に一体に形成されている浴室折戸。
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